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終了（予定）年度 年度

後期実施計画
の位置付け

施策 2 地域全体で支える福祉の仕組みづくり 無

令和元年度　事務事業総点検シート（１）

[ 平成３０年度事務事業 ]
一般会計 事務事業分類 B　法定義務経費事業

事務事業名 社会福祉法人による減免事業補助等利用者負担軽減措置事業 シート番号 11-092

基礎点検

担当部署名 健康福祉 長寿社会 介護保険 評価責任者（課長名） 三井

基
本
情
報

1
堺市マスタープランの政策体
系に基づく事業の位置付け

政策 1 暮らしの確かな安全・安心を確保します

事業開始年度 平成 12 年度

3 根拠法令等
（法令、条例、規則、要綱等）

・社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
・堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱
・堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業補助金交付要綱

4 関連計画

市外郭団体

地域団体・市民 民間企業・ＮＰＯ その他 （　　　　　　　　　　　　　　）

7
事業の対象
（誰を、何を対象としている
のか）

介護保険サービスを利用している低所得で特に生計を維持することが困難であると認められる者並びに生活保
護受給者及び支援給付受給者（以下「低所得者並びに生活保護受給者及び支援給付受給者」という。）に対し、
利用者負担額を軽減している社会福祉法人

5 事業実施の経緯

介護保険制度発足に伴い、利用者が１割の利用者負担を求められるようになり、低所得者に対する介護サービ
スに係る利用者負担額の軽減措置が国において実施要綱で定められた。
これに基づき、本市においても「堺市社会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱」及び「堺市社
会福祉法人介護保険利用者負担軽減制度事業補助金交付要綱」を定めて実施している。
本市要綱で定めているものの、全国の市町村（保険者）で実施されており、介護保険制度上、必須の事業であ
る。

6
事業の実施主体
（誰が実施しているの
か。）

本庁 各区 出先機関 （　　　　　　　　　　　　　）

事業の目的
（どのような状況にしたい
のか）

低所得者並びに生活保護受給者及び支援給付受給者が介護保険サービスを利用しやすくするため、利用者負
担額の軽減を実施している社会福祉法人に対し、補助金を支出することにより、間接的に低所得者並びに生活
保護受給者及び支援給付受給者の利用者負担額を軽減する。

9

事業内容
（スケジュール、実施方
法・手段、事業ボリューム
など）

社会福祉法人が自らの負担に基づき実施した利用者負担軽減に要した経費の一部に対して、本市が補助金を
支給する。
平成30年度　14件

直接実施 指定管理 委託 補助金 負担金 その他 (     　　　　　　　　　　　 )

直接実施以外の主な支出先 社会福祉法人貞省会等

事
業
コ
ス
ト

11

項　　　目 単位 H28年度決算

事
業
概
要

H29年度決算 H30年度決算 R1年度予算

事業費  (a) 千円 1,297 2,139 2,983 3,230

一般財源 千円 438 535 747 764

8

主
な
事
業
費
内
訳

介護保険利用者負担減免実施法人補助金 千円 1,225 2,055

消耗品・印刷製本費等 千円 54 54 53 55

2,902 3,087

その他（郵送料等） 千円 18 30 27 88

千円

財
源
内
訳

国・府支出金 千円 859 1,604 2,236 2,466

受益者負担金(使用料、手数料等）　 千円

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 千円

市債 千円

総コスト(ｃ)=(a)+(ｂ) 千円 2,117 2,959 3,803 4,040

人件費  （ｂ） 千円 820 820 820 810


